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(様式２) 

  公共事業事前評価調書 

事 
 

業 
 

概 
 

要 

事 業 名 

【こ青－1】丸山台公共施設整備事業 

（地域ケアプラザ・コミュニティハウスの整備、南部児童相談所及び

一時保護所の移転・再整備） 

場  所 

(所在地) 

横浜市港南区丸山台一丁目９番 10号 

【位置図】 ※青色囲み部分：丸山台地区 

 

【案内図】※青色囲み部分：丸山台地区 
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事業目的 

令和３年度以降に移転予定の港南土木事務所敷地を活用し、地域ケ

アプラザ、コミュニティハウス及び南部児童相談所を合築により整備

します。 

１ 当該地区に未設置である地域ケアプラザ及びコミュニティハ

ウスを整備します。 

２ 南部児童相談所（磯子区）は、設置後数十年を経過しているこ

とで老朽化・狭あい化が顕著であり、エレベーターが無くバリア

フリー化に対応していない状況です。また、別施設として設置さ

れている一時保護所（金沢区）を南部児童相談所と一体化するこ

とで業務運営の効率化を図れるため、南部児童相談所・一時保護

所を移転・再整備します。 

※【参考】別紙１ 参照 

事業内容 

計画施設概要 

（１）敷地面積：約 3,300㎡ 

（２）規模（延床面積）：約 4,700㎡ 

  ア 地域ケアプラザ・コミュニティハウス（約 700㎡） 

  イ 児童相談所・一時保護所（約 4,000㎡） 

 ※今後変更する可能性があります。 

（３）設備  ※【参考】別紙２ 参照 

ア 地域ケアプラザ 

誰もが地域において健康で安心して生活を営むことができる 

ように、地域における福祉活動、保健活動等の振興を図るとと 

もに、福祉サービス、保健サービス等を身近な場所で総合的に 

提供するための施設 

 コミュニティハウス 

こどもから高齢者まで、地域住民の交流やボランティア活動

等、地域活動のもっとも身近な拠点 

イ 南部児童相談所・一時保護所 

児童福祉法に基づいて設置され、18歳未満のこどもに関す 

る様々な相談に応じる児童福祉の行政機関。また、親の病気や 

児童虐待など様々な事情で、家庭で養育できないこどもを一時 

的に保護する施設。 

事  業 

スケジュール 

（予定） 

令和２年度    基本設計 

令和３年度    実施設計 

令和４～５年度  建設・竣工 

令和６年度    供用開始 
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総事業費 

約 22 億円 

【事業費内訳】                            （百万円） 

項目 金額（税込） 内訳 

設計費 93 百万円 基本設計             30 百万円 

実施設計             40 百万円 

工事監理費            23 百万円 

工事費 2,046 百万円 建築工事費          1,250 百万円 

設備工事費              466 百万円 

仮設費・管理費等       330 百万円 

その他 66 百万円 調査費・初年度調弁費 

合計 2,205 百万円 

※今後の検討状況により、変更になる場合があります。 

事 業 の 

必 要 性 

１ 必要性 

（１）地域ケアプラザ 

地域密着の福祉拠点である地域ケアプラザは横浜市全体で整備

計画を 146 か所で進めており、現在 139 か所が開所しています。港南

区では、10 か所の整備予定地区のうち当該地区（丸山台地区圏域）

が唯一の未整備地区であるため、整備が必要です。 

（２）コミュニティハウス 

   コミュニティハウスはこどもから高齢者まで、地域住民の交流やボラ

ンティア活動等、地域活動のもっとも身近な拠点とすることを目的とし

た施設であり、整備計画は計画当初の中学校区程度に１館を基本とし

ています。港南区では、10 地区のうち７地区についてコミュニティハウ

スを整備済ですが、当該地区（丸山台地区圏域）は未整備地区である

ため、整備が必要です。 

（３）南部児童相談所・一時保護所 

現南部児童相談所（昭和49年建築）は、施設の老朽化・狭あい化

が市内４児童相談所の中で顕著であり、エレベーターが未設置であ

るだけでなく、相談・支援のための専用室が不足し、相談者への対応

に支障となっています。また、児童相談所本体と一時保護所を一体

的に整備することで業務運営の効率が図れるとともに、児童とのきめ

細かな対応が可能となります。 

なお、現在の所在では、建ぺい率・容積率の関係上、児童相談所

と一時保護所を一体的に整備できないことから、別の場所への移転・

再整備が必要です。 
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２ 上位計画における位置付け ※【参考】別紙３ 参照 

【横浜市中期４か年計画2018～2021】 

（１）政策14：参加と協働による地域福祉保健の推進  

主な施策（事業）１：地域福祉保健推進のための基盤づくり 

   地域の状況や地域福祉保健計画地区別計画の方向性に合わせて、

身近な地域の支え合いが⼀層充実するよう、社会福祉協議会、地域

ケアプラザ等と連携し、地区別計画の策定・推進への支援や課題に

応じたネットワークの構築を進めます。 

（２）行政運営５：市民の視点に立った行政サービスの提供と地域と 

の協働 

   取組の方向性：地区センター等市民利用施設の多目的化・複合

  化等を検討するとともに、コミュニティハウスの未整備地区への

  整備を進め、地域コミュニティの活性化を図ります。 

（３）政策30：児童虐待・ＤＶ被害の防止と社会的養護体制の充実 

主な施策（事業）２：区役所、児童相談所の機能強化 

   児童福祉法等の改正を踏まえ、児童虐待への迅速・的確な対応が

より適切に行えるよう、区役所及び児童相談所の機能強化を図りま

す。 

施設の狭あい・老朽化などの課題を解消するための児童相談所・

一時保護所の再整備や、専門支援の充実に取り組みます。また、支

援が必要な子どもとその家庭の相談支援を行う、子ども家庭総合支

援拠点機能を検討するとともに、支援策の充実を図ります。 

 

３ 適地性 

（１）地域ケアプラザ・コミュニティハウス 

   丸山台地区内の市有地や民間ビル等での検討を行いましたが、

立地や必要面積等が確保できる適地が他になく、当該敷地での整

備が妥当です。 

（２）南部児童相談所・一時保護所 

   現在地での移転・再整備が、建ぺい率・容積率の関係上不可能

であることから、南部児童相談所所管区域内（港南区、磯子区、

金沢区、戸塚区、栄区）の市有地等について、必要面積 4,000 ㎡

程度の建物の建設が可能であることや、利用者の利便性を勘案し、

駅に近い場所であることを重視し検討を行いましたが、他に適地

がなく、当該敷地での整備が妥当です。 

 

１ 地域ケアプラザ・コミュニティハウス 

    丸山台圏域内の住民の利便性が向上します。また、施設を利用す

ることで異なる世代の交流の機会が増えるとともに、より身近な場 

 場所で様々な相談ができ、必要な支援につながることが期待できま 
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事業の効果 

（費用便益分析等） 

す。 

２ 児童相談所・一時保護所 

（１）バリアフリー化により、相談者の利便性が向上するとともに、

相談・支援のための専用室の増により、丁寧かつ速やかな対応が

可能となります。 

（２）児童相談所本体と一時保護所は密接な連携が不可欠ですが、こ

れまで、南部児童相談所（磯子区）と一時保護所（金沢区）が 

  離れて所在していることから、本体職員が児童と面接をする際の

移動時間が必要になること、日常的な関わりが難しいこと等、効

率的な業務・運営に支障が生じています。 

児童相談所と一時保護所を一体で整備することで、業務運営 

の効率化等につながります。 

【専用室の必要数設定】 

 現在数 将来必要数 将来不足数 

相談室 ４室 ８室（※） ▲４室 

判定室 ４室 ８室（※） ▲４室 

 ※専用室…相談室・判定室 

南部児童相談所における平成 28 年度の児童虐待対応件数は 871

件で、平成 30年度の実績は 1,669 件のため、平成 28 年度の約 2 倍

になります。また、児童相談所における相談件数が最も多い「障害

のある児童の親からの相談」については、26年度は 1,536件でした

が、30年度は 2,021件と増えています。 

年々増加する相談ニーズに対応するために、専用室を 16室に増設

します。 

なお、専用室 16室（※）の内訳については、各室の必要数を調整

しながら整備していきます。 

環境への配慮 

１ 横浜市の公共建築物における環境配慮基準に基づく整備の実施 

低炭素社会に対応した環境への配慮や省エネルギー対策などの環境

への負荷低減策（ＢＥＬＳ、ＣＡＳＢＥＥ横浜の認証）を実施します。 

２ 木材の利用の促進 

本市の公共建築物における木材利用の促進に関する方針を踏まえ、 

内部空間の木質化を進めます。 

地域の状況等 

事業の実施にあたっては、地域の方々への説明を行い、御意見をいただ

きながら進めてまいります。 

【第１回 地元説明会 令和元年 11 月 17 日（日）実施】 

事業手法 公共発注方式を予定しています。 
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添付資料 

有 

・別紙１ 市内児童相談所・一時保護所概要 

・別紙２ 所要室一覧 

・横浜市中期４か年計画 2018～2021（抜粋） 

担当部署 こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課 (℡ 671-2375 ) 

 

 



南部 中央 西部　　※ 北部

所管区
港南、磯子、金沢

戸塚、栄
鶴見、神奈川
西、中、南

保土ケ谷、旭
泉、瀬谷

港北、緑
青葉、都筑

児童人口
（H31.1.1現在）

143,886人 132,800人 104,642人 170,640人

所在区
［児　相］磯子区
［保護所］金沢区

南区 保土ケ谷区
［児　相］都筑区
［保護所］緑区

建築年
［児　相］昭和49年
［保護所］平成19年

[児](45年)[保](12年)

平成19年
（12年）

昭和60年
（34年）

［児　相］平成７年
［保護所］平成25年
[児](24年)[保](7年)

敷地面積
［児　相］1,640㎡
［保護所］1,034㎡

1,967㎡ 2,607㎡
［児　相］18,896㎡
［保護所］1,291㎡

延床面積
［児　相］   961㎡
［保護所］1,501㎡

3,928㎡ 7,129㎡
［児　相］1,640㎡
［保護所］1,073㎡

建ぺい／容積

［児　相］40％／60％
（第1種低層住居地域）
［保護所］60％／200％

（工業地域）

80%／500%
（近隣商業地域）

80%／300%
（近隣商業地域）

［児　相］40％／80％
（商業地域）

［保護所］60％／200％
（第1種低層住居地域）

○児童相談所

相談室 ４室 ６室 ９室 ９室

判定室 ４室 ５室 ８室 ６室

通所指導室 有 無（保護所内に有） 有 有

エレベーター 無 有 有 有

○一時保護所

個室 ４室 10室 30室 ４室

静養室 ３室 1室 8室 ５室

面接室 有 無（保護所外に有） 有 有

心理室 有 無（保護所外に有） 有 有

風呂 ３か所 ５か所 ７か所 ３か所

エレベーター 無 保護所内無 保護所内無 有

※再整備後 ※改修後

【横浜市内児童相談所・一時保護所概要】

別紙１
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【所要室一覧】 

室名 面積(㎡)/室 室数 備考 

地
域
ケ
ア
プ
ラ
ザ
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ハ
ウ
ス

地
域
交
流
機
能

多目的室１（収納庫含む） 150 １ 
ボランティア活動など施設が主催する活動、その他福祉・ 

保健活動を行う 

多目的室２（収納庫含む） 105 １ 学習・集会機能として、研修活動、会議、イベント等を行う 

調理室 30 １ 

ボランティア活動として、高齢者給食会等（１回に 50食分

程度を想定）の調理を行う 

多目的室１と一体として利用ができるようにする 

地域ニーズ機能室 70 １ 

地域の特性や特徴的な活動等、それぞれの地域ニーズに沿

った用途にする 

例：和室、工芸室、図書貸出、キッズコーナー等 

相
談
機
能

相談室１・２ 計 25 ２ プライバシーの確保が必要となる相談を行う 

地域ケアルーム 30 １ スタッフ等が打ち合わせなど会議を行う

共
用
部
分

事務室（倉庫、更衣室、給

湯室を含む） 
100 1 施設の運営管理、相談支援等の受付窓口 

情報ラウンジ、ロビー 35 １ 
ボランティア活動等の情報提供、地域の交流や情報交換の

場としての活用を図る 

授乳室 10 1 － 

エントランス、トイレ、廊

下
適宜 

男子トイレ(大２小２)、女子トイレ（大４）、多目的トイレ

（大１、介護用折り畳みシート、オストメイト） 

小計 約 685㎡ 

児
童
相
談
所
部
門

執務室 約 450 １ 
所長室（約 15㎡）、更衣室（約 16㎡×2室）、休憩室（約

20㎡×2室）、給湯室（約 5㎡）を含む 

相談室 約 15 ８ 

来所相談を行う 

２室を１ユニットとし、２方向の出口を確保するため、ユニ

ット内の行き来を可能とする 

執務室に可能な限り近接して配置 

判定室 約 15 ８ 

児童の心理判定を行う 

執務室フロアにも数室配置し、それ以外は執務室フロアの

上階もしくは下階に集中して配置 

会議室１ 約 50 １ 
児童の援助方針の決定を行う 

職員以外が出入りしにくい場所を想定 

会議室２ 約 85 １ 関係機関等が集まって会議を行う 

プレイルーム 約 35 ３ 心理治療・行動観察用の専用室 

２室の間には両室内をマジックミラー等で確認できるプレ

イルーム準備室を設置プレイルーム準備室 約 20 ２ 

通所指導室 約 80 １ 
こどもに遊びをさせながら福祉司が様子を見たり聞いたり

する、親と面接している間こどもを遊ばせておく 

医務室 約 30 １ － 

ファイル庫 約 45 ２ 可能な限り執務室に近接して配置 

エントランス（出入口）、待合

スペース、トイレ、倉庫、機械

室、ＤＰＳ、ＥＶ、廊下等

適宜 
エントランス（出入口）は、地域ケアプラザ、コミュニティ

ハウスと別に配置する

小計 約 1,800㎡ 

別紙２
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※今後の検討により変更になる場合があります。 

一
時
保
護
所
部
門 

幼児居室 約 36 ２ 

おおむね２～６歳 

男児用、女児用各 1室 

男児 8人、女児 8人を想定 

男児・女児居室（個室） 約 10 22 

おおむね６～18歳 

男児用、女児用各 11室の個室を設置 

男児と女児の居室は別のブロックに配置 

男児・女児居室（２人） 約 15 ４ 

おおむね小学校低学年 

男児用、女児用各 2室 

男児と女児の居室は別のブロックに配置 

静養室 約 10 ６ 
感染症や体調不良の児童のための居室 

幼児用、男児用、女児用各２室程度 

浴室、脱衣室、洗面所 適宜 ３ 幼児用、男児用、女児用を設置 

保育室兼遊戯室（幼児用） 約 50 １ 
幼児用の遊戯室 

居室に近接して配置 

遊戯室（器具庫を含む） 約 125 １ 
幼児を除く児童の遊戯室 

居室に近接して配置 

男子ホール、女子ホール 約 50 2 
幼児を除く児童 

居室や職員室に隣接し、見通しが良い位置に配置 

学習室 約 30 ３ 学習を行う室 

学習準備室 約 5 １ 学習室に近接して配置 

教材用倉庫 約 5 1 教材を保管する室 

面接室 約 10 ３ 職員が児童へ面接等を行う室 

職員室 約 50 ３ 

幼児担当用、男児担当用、女児担当用 

職員が 24時間体制で居室等を見守れる位置に配置 

居室の配置によってはそれぞれの職員室が一体化されても

よい 

食堂 約 130 １ 厨房、食品庫、前室、調理員事務室等を含む 

医務室 約 10 １ － 

洗濯室、リネン室 適宜 ３ 幼児用、男児用、女児用を設置 

会議室 約 20 1 職員が会議等を行う 

職員休憩室 約 25 1 － 

職員更衣室 約 15 2 男性用、女性用各 1室 

仮眠室 約 10 3 職員が仮眠をとる 

当直室 約 10 1 警備員が常駐する 

トイレ、倉庫、防災備蓄庫、機

械室、ＤＰＳ、ＥＶ、廊下等 
適宜 

多目的トイレ（大１、おむつ替えシート、オストメイト）2

室を含む 

小計 約 2,165㎡ 

合計 約 4,650㎡ 

屋
外 

地域ケアプラザ・コミュニティハ
ウス駐車場、駐輪場 

適宜 駐車場 5台(うち 1台は車いす使用者用)、駐輪場 10台 

児童相談所駐車場 適宜 
駐車場 10台、駐輪場 5台 

地域ケアプラザ・コミュニティハウスと別に配置する 

園庭 約 300 1 一時保護所児童用 
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